
 

令和５年度 

高山市市民活動事業補助金（活動促進事業）

交付申請マニュアル 

高山市では平成１６年に「市民活動応援指針」を策定し、この指針に基づき、市民活動の支

援をおこなっています。その支援の一環として、「高山市市民活動事業補助金」を創設し、市

民活動団体が行う社会貢献事業に対して補助を行い、市民活動団体の活動を財政的にサポ

ートします。 

補助対象団体 

１．高山市市民活動団体登録要綱に基づき、高山市に団体登録をしている市民活動団体で、

市税等に滞納がないこと 

２．これまでに本補助金の交付を受けたのが３回未満の団体であること 

３．今年度、本補助事業の交付決定を受けていないこと 

補助対象事業 

１．地域の活性化や課題解決につながるまちづくり活動であって、特定非営利活動促進法第

２条第１項に規定される事業 

２．令和５年４月３日（月）から令和６年３月２９日（金）までに実施（完了）する事業 

補助金額等 

補助対象となる経費の２分の１以内で、上限３０万円 

申請方法 

事業に着手する前に、申請期間に必要書類を協働推進課窓口に提出してください。 

【申請期間】令和５年４月３日（月）から４月２８日（金）１７時１５分まで 

申請・お問い合わせ先 

高山市役所 市民活動部 協働推進課 
〒506-8555 高山市花岡町２丁目１８番地 
電話：0577-35-3412 FAX：0577-35-3414 
Email：kyoudou@city.takayama.lg.jp   Web： 高山市 市民活動支援  

  



   

1 

 

補助金交付の流れ 
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補助対象団体 

補助の対象となるのは、以下の３点を満たす団体です。 

 

１．高山市市民活動団体登録要綱に基づき、高山市に団体登録をしている市民活動団体 

（※1）で、市税等に滞納がないこと。 

 

２．これまでに本補助金の交付を受けたのが３回未満の団体であること。（同一団体への補助

は３回まで） 

 

３．今年度、本補助事業の交付決定を受けていないこと。 

（※１）高山市に団体登録されるためには下記の要件を満たす必要があります。 

 

※登録を希望される団体は要件を確認の上、高山市役所協働推進課まで、ご連絡 

ください。 

＜登録ができない団体＞ 

町内会や長寿会、趣味のサークルなど、入会について住所地等の制限がある団体や、 

会員や構成員の為の活動を主目的とする団体は対象になりません。 

＜参 考＞ 

新たに団体を設立しようとする市民の方は、「高山市市民活動団体設立補助金」の活用

をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※申請書類等の詳細は、高山市役所協働推進課までご連絡ください。 

※この補助金を利用し団体を設立する場合は市への登録が条件となりますので、 

申請時に上記の登録要件を満たす必要があります。 

高山市市民活動団体登録要件（高山市市民活動団体登録要綱第２条より） 

□ 特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動を行うもの、または特定非営

利活動法人（NPO法人）であること   

□ 構成員が５人以上であること 

□ 主たる事務所の所在地が高山市内にあること 

□ 活動区域を行う区域が主として高山市内であること 

□ 入会に制限のない市民に開かれた団体であること 

□ 代表者及び運営の方法を会則、規約で定めていること 

□ 政治、宗教または営利を目的としていないこと 

□ 暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

高山市市民活動団体設立補助金 

対   象：市民活動団体を設立しようとする市民の方 

対象経費：設立に要する経費（資料印刷費、事務消耗品、会場使用料 等） 

補 助 率：対象経費の２分の１ 

補 助 額：上限３万円 
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補助対象事業 

対象事業は以下の２点を満たす事業です。 

 
１．高山市登録市民活動団体が実施する事業の中で、地域の活性化や課題解決につながるま

ちづくり活動であって、特定非営利活動促進法第２条第１項（※２）に規定される事業 

 

２．令和５年４月３日（月）から令和６年３月２９日（金）までに実施（完了）する事業 

（※２）特定非営利活動促進法第２条第１項に規定される特定非営利活動 

 

＜補助対象とならない事業の例＞ 

・会員相互の親睦を目的としたものや個人の学習活動、趣味を目的とする事業 

・特定の個人や団体の利益を目的とする事業 

・会員のみを対象とする事業 

・市や他の機関、団体等に対する陳情、要望に関する事業 

・実施団体から他の団体などへの単なる補助となっている事業 

・市外で実施される事業 

1．保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

2．社会教育の推進を図る活動 
3．まちづくりの推進を図る活動 
4．観光の振興を図る活動 
5．農山漁村または中山間地域の振興を図る活動 
6．学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る 

活動 
7．環境の保全を図る活動 
8．災害救援活動 
9．地域安全活動 
10．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

11．国際協力の活動 
12．男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
13．子どもの健全育成を図る活動 
14．情報化社会の発展を図る活動 
15．科学技術の振興を図る活動 
16．経済活動の活性化を図る活動 
17．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援 

  する活動 
18．消費者の保護を図る活動 
19．前各号に掲げる活動を行う団体の運営または 

活動に関する連絡、助言または援助の活動 

20．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道 

  府県または指定都市の条例で定める活動 
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補助対象経費 

補助金の交付対象となる経費は下記の表の通りです。 

事業の支出について、実績報告の際に領収書の写し（団体宛の宛名入り・品目が分かるも

の）を提出していただきますので、領収書は必ず保管してください。（領収書が無い支出には

補助できません。） 

個別の物品が対象かどうか分からない場合は、事前に相談してください。 

＜補助対象経費＞ 
 

科目 対象となる支出の例 注意事項 

報償費 講師等への謝礼など 

調査・研究などに係る報償費 

講師等への謝礼は必ず源泉徴収してくだ

さい。（※３） 

会員、協働相手への謝礼は対象外です。 

講師料について、一人当たり１回の補助

対象経費の上限は 50,000円です。 

旅 費 交通費 

通行料 

宿泊費などの国内移動費 

講師等の旅費の費用弁償は、国内移動の

みを補助対象経費とします。 

一人の上限額は旅費 40,000 円、宿泊

費 13,000円です。 

補助対象者が二人以上の上限額は旅費

80,000円、宿泊費 26,000円です。 

需用費 機材・資材・書籍などの購入費、チラ

シ・ポスター・報告書などの印刷費、

看板代、材料費、消耗品費 

食糧費（お茶、お菓子、お弁当等）は対象

外です。 

役務費 通訳、翻訳、通信運搬にかかる経費、

保険料、チラシなどの新聞折込に要

する経費など 

 

使用料及

び賃借料 

会場使用料 

車両機械などの賃借料 
 

（※３）講演料、講師料等の謝礼について、個人に対し支払う場合は、源泉徴収が必要です。旅費を講師に
対して支払う際に、旅費と謝礼を合算して源泉徴収する場合もあるため、手続きについては、謝礼

を支払う前に税務署にお問い合わせください。 

＜補助対象外経費の例＞ 

・事務所の賃貸料や電話料金、電気代など団体の運営に係る経常的な経費 

・施設の修繕などに係る費用 

・備品（テレビ、パソコン、カメラ、机、椅子など）の購入 

・賞金や賞品、金券などに係る費用  など 
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補助金額 

補助対象となる経費の２分の１以内、３０万円まで補助します。 

※申請額は 1,000円未満を切り捨てた金額になります。 

※参加者負担金など事業収入がある場合は、事業費から収入額を差し引いた金額が限度額

となります。 

※他の補助金の交付を受けている場合は、補助対象となる経費からその補助金を差し引い

た額を補助対象経費とします。 

※高山市の他の補助金を受ける事業は申請することができません（各地区まちづくり協議会

から「協働のまちづくり支援金」を財源とした資金提供がある場合も、市の補助とみなしま

す。）。 

事業審査 
申請された事業を第三者の目から客観的に審査するため、３名の外部審査員による審査

会で補助事業を決定します。審査会への参加をよろしくお願いします。なお、審査ポイントは

下記になります。 

事業計画書やアピールシートなどを作成する際には以下のポイントを注意してください。 

 

得点により団体に順位を付け、７５点以上の団体について、予算の範囲内で補助金交付団

体を決定します。交付額は、審査員の意見を基に決定します。 

― 審査のポイント― 

 

審査員３人による審査のポイントは、次の５項目で各項目１０点満点です。（１５０点満点） 

 

①団体の目的意識が明確であるか 

 ⇒単に事業をやるのではなく、しっかりとした目的（対象・事業効果など）を持って企画、立案さ

れた内容である。 

②不特定多数の市民が利益を受ける事業であるか 

⇒一部の市民のみが利益を受けるのではなく、多数の市民が利益を得る内容である。 

ただし、通常ではフォローできない場合は除く。（例）ある一定の障がい者の方に対し、健常者

と同じサービスを提供する。 

③事業の内容が独自性のあるものであり、他の団体のモデルとなるようなものであるか 

⇒事業内容に独自性があり、市内の他の団体のモデルとなるような内容である。 

④事業が単年度限りではなく、次年度以降の広がりがあるか 

⇒当該年度限りの単なるイベントではなく、事業効果が後々まで継続していく内容である。 

⑤市民と行政との協働を進めるうえで、有益な事業であるか 

⇒市として積極的に補助するべき事業である。 
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補助金交付申請 

補助金交付を希望する団体は、次の書類を事業に着手する前に申請期間内に協働推進課

に提出してください。 

＜申請書類＞出来る限りデータで提出願います（提出先：kyoudou@city.takayama.lg.jp） 

※上記1、２、５、7は指定の様式で提出してください（高山市ホームページで取得できます）。 

＜申請期間＞ 

令和５年４月３日（月）から４月２８日（金）午後５時１５分まで 
※受付の際、書類確認等を行いますので、時間に余裕をもってお越しください。 

※申請される場合は事前にご相談ください。 

事業実施 

・交付の翌年度に、市役所１Ｆロビーにて補助金活用事業の展示紹介を行う予定です。事業の

紹介や実績報告用に、記録（写真等）を必ず残してください。 

・事業評価の為、参加者のアンケートを行ってください。 

・新型コロナウイルス感染症の感染予防策を徹底してください。 

補助金変更申請 

事業終了後、実際の補助対象経費が申請時よりも下回った場合には、変更申請書（別記様

式第３号）を協働推進課に提出してください。 

変更申請を受けて、改めて交付決定を行いますので、決定後、実績報告に必要な残りの書

類を提出してください。 

【注意事項】 

※補助対象経費が実際に申請時よりも上回った場合でも、補助額を増やすことはできませ

ん。 

＜変更申請に必要な書類＞ 

※上記 1は指定の様式で提出してください（高山市ホームページで取得できます。）。 

□ 1.高山市市民活動事業補助金申請書 別記様式第１号 

□ ２.税務情報調査承諾書 

□ ３.事業実施計画書 

□ ４.申請事業の収支予算書 

□ ５.申請事業アピールシート 

□ ６.その他申請事業が分かる参考資料（総会資料、チラシ、企画資料等） 

□ ７.事前着手届（交付決定前に事業着手の必要がある場合） 

□ 1.高山市市民活動事業補助金変更申請書 別記様式第３号 

□ 2.申請事業の収支決算書（データがあればデータも提出） 

□ 3.事業経費すべての領収書（写し） 
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実績報告 

事業終了日（申請時の完了日）から２０日以内又は３月末日のいずれか早い日までに、次の

書類を協働推進課に提出してください。なお、実際の補助対象経費が申請時よりも下回った

場合には、変更申請（p6）が必要です。 

＜実績報告に必要な書類＞ 

※上記 1、5は指定の様式で提出してください（高山市ホームページでも取得できます。）。 

※上記 1、5、7（請求書）は補助決定書と共に送付します。 

※収支決算書は、申請時の収支予算書「予算額」欄右横に「決算額」欄を加えて、予算に対

する決算額の差異が分かるように作成してください。 

 

その他 

・補助された事業の概要及び団体名などは、市ホームページなどで公表します。 

  

□ 1.高山市市民活動事業補助金実績報告書 別記様式第２号 

□ 2.事業実施結果報告書 

□ 3.申請事業の収支決算書（データがあればデータも提出） 

□ 4.事業経費すべての領収書（写し） 

□ 5.振り返り（事業評価）シート 

□ 6.その他申請事業の結果が分かる資料（新聞記事、写真、参加者アンケート） 

□ 7.補助金の振り込みに関する書類（請求書、通帳の写しなど） 
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別記様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）高山市長  

 

所 在 地 高山市○○町○丁目○○番地 

団 体 名 高山市民活動会 

代表者名 高山 太郎 

 

 

高山市市民活動事業補助金交付申請書（活動促進事業） 

 

 

高山市市民活動事業補助金の交付を受けたいので、高山市市民活動事業補助金交付要綱第６条の規定に

より、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 事業の名称       市民活動講演会 

 

２ 交付申請額     金 １２０，０００  円 

 

３ 事業の目的及び内容 

     団体間の交流を行い、高山市の市民活動を推進することを目的として、多数の市民団体に参

加していただき、市民活動のメリットや運営方法に関する講演会と活動分野に分かれて団体

交流会を行う。 

４ 事業の着手及び完了 

着手    ○○年  ○月 ○○日 

完了    ○○年 ○○月 ○○日 

５ 添付書類 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） その他（団体の活動内容がわかるもの） 

 

 

 

 

着手日以前に実施したもの（物品の発

注・購入やチラシの印刷など）は補助対

象になりません。 

完了日は決算が完了し、実績報告をまと

めることができる日付を設定ください。 

余裕をもった設定をしてください。 

申請書類の記入例 
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市民活動講演会 事業計画書 

高山市民活動会 

事 業 名 市民活動講演会 

事 業 目 的 市民団体間の交流を行い、高山市の市民活動を促進する 

実 施 日 時 令和○○年○月○日  ○○時開始  ○○時終了予定 

会 場 ○○会館 

参加団体・人数 ○○団体 １００人 

事 業 内 容 

こちらは任意様式です 

事業説明 

講師説明 

スケジュール 

会場設営図 

・事業計画書は、誰が見ても（専門知識がない人が見ても）

事業内容が分かるように具体的に記述してください。 

・思いを並べるのではなく、目的のために「何を」「どう」

やるのか、5W1H（Whoだれが、Whenいつ、Whereどこで、

Whatなにを、Whyなぜ、Howどのように）を意識して作成

してください。 

・外部審査員に書類を審査していただきますので、事業のイ

メージが浮かぶようにスケジュールや会場図等を書いてい

ただくと分かり易いです。 
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市民活動講演会 予算書 

科目 予算額 内容 

収入の部 

高山市市民活動事業補助金 120,000  

参加者負担金 10,000 @100円×100人 

自己財源 158,000  

合 計 288,000  

支出の部 

（補助対象経費）   

報償費（謝礼） 50,000 講師 ○○氏謝礼 80,000円の内、 

一人当たりの上限額 50,000円 

旅費（費用弁償） 18,620 講師 ○○氏費用弁償 

  （旅費）岐阜～高山 ＪＲ往復  9,620円  

  （宿泊費）   1泊        9,000円 

需用費（消耗品費） 3,000 付箋・マジック・封筒など 

（印刷製本費） 120,000 講演会結果報告パンフレット@300×100部 

新聞折込チラシ印刷@3×30,000 

役務費（手数料） 30,000 新聞折込手数料 

（通信運搬費） 14,380 案内状等の郵送費 

使用料及び賃借料 4,000 会場使用料 

補助対象経費 小計 240,000  

（補助対象外経費）   

報償費（謝礼） 30,000 講師 ○○氏謝礼 80,000円の内、 

上限額を超える金額 30,000円 

備品購入費 10,000 ホワイトボード 

需用費（食料費） 8,000 関係者弁当代@800×10人 

補助対象外経費 小計 48,000  

合 計 288,000  

旅費・宿泊費は基本的に費用弁償

です。相手方が支払う場合は、団

体宛の領収書を貰うように依頼

してください。 

講師謝礼の対象経費は

一人当たりの上限が

50,000円 

事業名を記入 

弁当などの食糧費や備品

購入費は補助対象外です。 

この補助対象経費の 2分の 1（1,000 円未満切捨、

上限 30 万円）が補助申請額となります。また、他

の補助金を受けている場合は、この金額からその補

助金の額を引いた額の 2分の 1（1,000円未満切捨）

が補助申請額となります。 

 

見込み数を

記入 

こちらは任意様式です 


